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Ⅰ 計画策定にあたって                     

１ 策定の目的                              

本区では、これまで「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下「障害者雇

用促進法」という。）の趣旨を踏まえ、障害者の雇用とその活躍の場の拡大に積

極的に取り組んできました。一方で、本区における直近の障害者雇用率は法定

雇用率を下回っている状況にあり、障害者雇用の一層の推進が全庁的な課題と

なっています。 

また、令和元年６月に障害者雇用促進法が改正され、国及び地方公共団体が

率先して障害のある職員を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣

が作成する指針に即して「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する計画」（以下「障害者活躍推進計画」という。）を作成する

こととされました。 

こうした状況及び既存計画である「江東区障害者計画・障害福祉計画」等を

踏まえ、本区においても、障害者雇用に係る取組の方向性を示し、障害のある

職員の活躍を一層推進していくため、「江東区職員の障害者活躍推進計画」（以

下「本計画」という。）を策定するものです。 

本区では、本計画の下、障害のある職員がその能力を有効に発揮でき、いき

いきと働くことのできる職場となるよう、着実に取組を進めていきます。 

 

２ 計画の位置付け                            

本計画は、障害者雇用促進法第７条の３第１項に基づき策定する障害者活躍

推進計画とします。 
 
※ 障害者雇用促進法における「障害者」とは、障害者雇用促進法第２条１項に定

めるところにより、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の

心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又

は職業生活を営むことが著しく困難な者をいいます。 

 

３ 策定主体                               

区全体で障害のある職員の活躍を推進するためには、各任命権者が一体的に

取組を進めていくことが重要であることから、本区では各任命権者が連名で計

画を策定します。 
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※ 本区では、区長部局、江東区教育委員会、江東区選挙管理委員会、江東区監査

委員、江東区議会が、障害者任免状況通報に係る地方公共団体の特例認定を受け

ていることから、同一の機関として一体的に障害者雇用率制度が適用されていま

す。 

 

４ 計画期間                               

令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。 

なお、計画期間内においても、毎年度、取組の実施状況等の把握・点検を行

い、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

５ 周知・公表                             

計画の策定または改定を行ったときは、イントラネットへの掲載等により職

員に周知するとともに、区ホームページに掲載するなど、適切な方法で公表し

ます。また、計画に掲げる取組の実施状況等についても、毎年度、上記と同様

の方法で周知・公表します。 

 

 

Ⅱ 本区における障害者雇用の状況                 

１ 障害のある職員の採用                        

本区では、特別区統一採用選考による常勤職員としての採用のほか、会計年

度任用職員としての採用があります。 

なお、特別区統一採用選考では、平成３０年度より受験資格における障害種

別を拡大（身体障害者に加え、精神障害者及び知的障害者にも対象拡大）する

など、採用における門戸拡大を図ることで障害者雇用を推進しています。 

 

２ 障害者雇用の現状                         

（１）障害者雇用率の現状 

令和２年６月１日現在、本区における障害者雇用率は２．０８％であり、法

定雇用率（２.５％）の達成には至っていません（法定雇用率を達成するために

不足している障害者の数は１１．５名）。 
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年 H28 H29 H30 R1 R2 

雇用率 

（法定雇用率） 

2.47% 

(2.3%) 

2.45% 

(2.3%) 

2.3% 

(2.5%) 

2.14% 

(2.5%) 

2.08% 

(2.5%) 
   

※ 法定雇用率は、障害者雇用促進法に基づき、障害のある人の雇用を促進する

ために民間企業や国、地方公共団体等の事業主に義務づけられた、雇用しなけ

ればならない障害のある人の割合のことです。 

※ 本区では、障害者任免状況通報に係る地方公共団体の特例認定を受けている

ことから、法定雇用率は各機関で合算して算定しています。 

※ 昭和５６年の区長会申し合わせにより、特別区の目標雇用率は３％に設定さ

れています。 

 

（２）職場定着の状況 

本区における障害のある職員の採用後１年間の定着率は９０．９％（※１）で

あり、民間企業の定着率７０．４％（※２）を上回っています。 
 
（※１）障害者を対象とする特別区統一採用選考における新規採用者の採用後１年

間の定着率（平成 22 年から平成 31 年までの 10年間平均） 

（※２）民間の障害者求人における就職後１年間の定着率 

（「障害者の就業状況等に関する調査研究（2017 年 4 月）」 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター） 

 

 

Ⅲ 計画の目標                         

１ 採用に関する目標                          

障害者雇用促進法の改正により、平成３０年度より障害者雇用率の算定基礎

に精神障害者が加わるとともに、令和３年３月１日より地方公共団体の法定雇

用率は２．６％（現行２．５％）に引き上げられることが予定されています。 

本区では率先して障害者雇用を推進するため、計画的に障害のある職員の採

用を行い、法定雇用率の達成とその後のさらなる雇用率の向上に取り組みます。 

以上のことを踏まえ、以下のとおり目標を設定します。 

 

＜目標＞ 

 障害者雇用率２．８％以上 （令和６年６月１日時点） 

  ※ 障害者任免状況通報に係る地方公共団体の特例認定を受けていることから、

法定雇用率の算定は各機関で合算します。 
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＜評価方法＞ 

 毎年の任免状況通報により把握するとともに、進捗管理を行います。 

 

２ 定着に関する目標                          

障害のある職員の活躍を推進するためには、それぞれの障害特性に応じた配

慮や業務との適切なマッチング等を通じて、長期的かつ安定的な就労につなげ

ていくことが重要です。 

本区では、障害のある職員の職場定着に向けて、庁内の障害理解の促進を図

るとともに、個々の障害特性に応じたハード面・ソフト面での職務環境の整備

に取り組みます。 

以上のことを踏まえ、以下のとおり目標を設定します。 

 

＜目標＞ 

職場環境（就労環境、職務内容、人間関係）を理由とする不本意な離職を生

じさせないこと。 

  

＜評価方法＞ 

毎年の任免状況通報の時期に職員の定着状況を把握するとともに、進捗管理

を行います。 

 

 

Ⅳ 障害者活躍の推進に向けた取組                       

１ 推進体制の整備                           

（１）基本的な考え方 

 ○ 障害のある職員の活躍推進に向けた取組を持続的かつ継続的に進めて

いくためには、組織的な推進体制を整備することが重要です。また、計画

策定、実施、点検、見直しのＰＤＣＡサイクルを確立する必要があります。 

 ○ 障害のある職員が安定して働き続けるためには、全ての職員が障害理解

を深め、共に働く上で必要な配慮を行うことが重要です。 
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（２）取組内容 

 ①「江東区障害者活躍推進検討委員会」の設置 

   各任命権者の人事担当課長及び各部関係課長で構成する「江東区障害者

活躍推進検討委員会」を設置し、毎年度、本計画の実施状況の報告・点検

等を行います。また、実施状況の点検結果等を踏まえ、必要に応じて、取

組内容の見直しを行います。 

 ②「障害者雇用推進者」の選任 

   障害者の雇用の促進及び継続を図るために必要な措置を講じる責任者

として、各任命権者において、人事担当課長等を「障害者雇用推進者」に

選任します。 

③「障害者職業生活相談員」の選任等 

   障害のある職員の職業生活に関する相談及び指導を行う者として、「障

害者職業生活相談員」を選任します。相談員は障害のある職員の職業生活

全般の相談を行い、相談内容によっては、所属先の管理監督職や職員課、

産業医と適切に連携することで解決を図ります。相談員は、障害理解を深

め、障害のある職員を適時適切に支援するため、ハローワークが実施する

「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」等の研修を受講すること

とします。 

   また、全職員向けに実施している「職員健康相談」を障害のある職員の

相談体制の一つに位置付け、周知します。 

 ④障害理解の促進に向けた研修等の実施 

   管理監督職を対象に、障害特性や障害ごとの配慮事項等の理解を深める

ための研修や講習を実施し、段階的に全職員に対象を拡大していきます。

また、e-ラーニングを活用した障害理解に係る研修の実施を検討します。 

 

２ 職務の選定・創出                      

（１）基本的な考え方 

 ○ 障害のある職員が自らの適性に応じ、その能力を最大限に発揮するため

には、それぞれの障害特性や能力、希望等を十分確認し、適切な職務の選

定・創出と業務とのマッチングを図っていくことが重要です。 
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（２）取組内容 

 ①採用前面談の実施 

   新規採用職員について採用前の面談を実施することで、本人の障害特性

や能力、希望等を確認し、適した業務や配属職場等を確認します。あわせ

て、本区での就労について採用前に具体的なイメージを持つことができる

よう、職場見学や業務説明等の機会を設けます。 

 ②管理監督者との定期的な面談の実施 

   所属の管理監督者による目標管理や自己申告の面談等を通じて、職務に

対する希望や体調等を把握し、障害のある職員の障害特性や能力、適性に

応じた職務の選定・マッチングに努めます。 

 ③職務の選定・創出に係る関係機関との連携 

   適切な職務の選定・創出を行うため、高い専門性やノウハウを有する障

害者就労・生活支援センターや就労支援機関との連携体制を構築します。 

④集約型組織の設置の検討 

   障害のある職員の活躍の場の一層の拡大に向けて、庁内の各種庶務事務

や軽作業を集約して行う組織の設置を検討します。 

 

３ 環境整備・人事管理                     

（１）基本的な考え方 

 ○ 障害のある職員が安心して働き続けるためには、障害特性に配慮した合

理的配慮の提供が必要であり、施設や就労支援機器等の整備を行うととも

に、多様で柔軟な働き方の推進や障害特性に配慮したキャリア形成に取り

組むことが重要です。 

○ 職員の採用等を行うにあたっては、厚生労働省が示す「障害者差別禁止

指針」及び「合理的配慮指針」等を踏まえて対応します。 

 

（２）取組内容 

 ①施設及び就労支援機器等の整備 

   各職場の実情を踏まえ、障害特性に配慮した施設設備の整備を進めると

ともに、障害のある職員ごとに必要な就労支援機器を導入します。 
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 ②合理的配慮の提供等に係る理解の促進 

   障害者雇用に関するマニュアルや相談窓口等の一覧、対応事例集等をイ

ントラネットへ掲載し、全庁的な障害理解の促進を図ります。また、各職

場での合理的配慮に係る取組を推進するため、庁内における合理的配慮の

提供に関する事例集の作成と活用を検討します。 

 ③常勤職員及び会計年度任用職員の計画的採用 

   特別区統一採用選考による常勤職員の計画的採用を行うとともに、障害

者を対象とする会計年度任用職員の採用選考の実施を検討します。なお、

職員の募集・採用にあたっては、以下の取扱いは行いません。 

   ・特定の障害を排除し、または特定の障害に限定する。 

   ・自力で通勤できることといった条件を設定する。 

   ・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

   ・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられる 

こと」といった条件を設定する。 

   ・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

   また、職員採用説明会や職員採用パンフレット等において、本区の障害

者雇用の取組を積極的に周知します。 

 ④多様で柔軟な働き方の推進 

   障害のある職員の早出遅出勤務制度の利用を促進するとともに、テレワ

ーク等を活用した多様で柔軟な働き方が可能な環境整備に向けた検討を

行います。 

 ⑤障害特性に配慮したキャリア形成に係る取組 

   障害のある職員が研修を受講する際には、点字や拡大文字による受講、

手話通訳者の確保等、必要な配慮を提供します。 

また、中途障害者（在職中に疾病・事故等により障害者となった者）に

ついて、円滑な職場復帰のために必要な職場環境の整備や働き方、キャリ

ア形成等に配慮します。 

 ⑥その他人事管理に係る取組 

   障害のある職員の配属先では、適宜本人の健康状態や体調面での不安等

の有無を確認し、必要に応じて職員課と連携して対応します。 

また、人事異動にあたっては、業務との適切なマッチング等を図るとと

もに合理的配慮の提供を行います。 
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４ その他の取組                       

（１）基本的な考え方 

 ○ 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法

律」（以下「優先調達推進法」という。）等を踏まえ、民間企業等における

障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を推進することが重要です。 

 

（２）取組内容 

 ①障害者就労施設等からの物品の調達の推進 

   優先調達推進法に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者

の活躍の場の拡大を推進します。 
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